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お
知
ら
せ

新
成
人
の
皆
さ
ん
へ 

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20
歳
に
な
る
と
成
人
と
し
て
多

く
の
権
利
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、

同
時
に
義
務
も
課
せ
ら
れ
ま
す
。　

国
民
年
金
も
そ
の
一
つ
で
、
日

本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
は
公
的
年
金
制
度

で
、
社
会
全
体
で
助
け
合
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
老
後
の

年
金
は
も
ち
ろ
ん
、
事
故
な
ど
で

障
害
を
負
っ
た
と
き
や
、
死
亡
と

い
っ
た
万
一
の
と
き
の
支
え
に
な

る
の
が
国
民
年
金
で
す
。

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
に
は｢

免
除
制

度
・
納
付
猶
予
制
度｣

、
学
生
の

場
合
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。
承
認
に
は
条
件
が

あ
り
ま
す
。

と
国
保
年
金
課（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

市
県
民
税（
第
４
期
）
と
国
民

健
康
保
険
税（
第
７
期
）
の
納
期
限

は
１
月
31
日
㊌
で
す
。
最
寄
り
の

金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情
の

あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
市
税
等
の
納
付
に
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
安
心
で
確
実
な

口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

と
収
税
課（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
９　
　
　

茂
原
駅
南
口
公
共
駐
車
場
の 

指
定
管
理
者
が
決
定
し
ま
し
た

市
議
会
第
４
回
定
例
会
で
指
定

管
理
者
の
指
定
議
案
が
可
決
さ
れ
、

指
定
管
理
者
が
決
定
し
ま
し
た
。

施
設
の
名
称
＝
茂
原
駅
南
口
公

共
駐
車
場（
千
代
田
町
１
丁
目
１

番
地
７
）／
指
定
管
理
者
＝
日
本

パ
ー
キ
ン
グ
株
式
会
社（
東
京
都
千

代
田
区
神
田
神
保
町
２
丁
目
４
番

地
）／
指
定
期
間
＝
平
成
30
年
４

月
１
日
～
平
成
35
年
３
月
31
日

と
都
市
計
画
課（
８
階
）

☎
⒇
１
５
４
６
、
Ｆ
⒇
１
６
０
６

還
付
申
告
は
１
月
か
ら
可
能
で
す

次
の
よ
う
な
場
合
で
、
平
成
29

年
分
の
所
得
税
と
し
て
源
泉
徴
収

さ
れ
た
税
金
が
納
め
す
ぎ
に
な
っ

て
い
る
方
は
、
１
月
４
日
㊍
か
ら

税
金
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申

告（
還
付
申
告
）
が
可
能
で
す
。

①
給
与
所
得
者
が
医
療
費
控
除
や

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど

を
受
け
る
場
合

②
平
成
29
年
の
中
途
で
退
職
し
た

後
、就
職
し
な
か
っ
た
方
で
、年

末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
場
合

確
定
申
告
期
間
中（
２
月
16
日

㊎
か
ら
３
月
15
日
㊍
）
は
、
税
務

署
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
期
間
前
に
申
告
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

茂
原
税
務
署
で
は
、
１
月
４

日
㊍
か
ら
閉
庁
日（
土
日
・
休
日
）

を
除
き
、
還
付
申
告
の
提
出
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
申

告
書
作
成
会
場
は
２
月
16
日
㊎
か

ら
設
置
さ
れ
ま
す
。
申
告
書
作
成

の
た
め
に
来
署
さ
れ
る
場
合
は
、

そ
れ
以
降
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談
】

２
月
７
日
㊌
～
15
日
㊍
９
時
～

16
時（
土
日
・
休
日
を
除
く
。
相

談
受
付
は
15
時
ま
で
）／
会
場
＝

茂
原
税
務
署
２
階
会
議
室

※
今
年
は
市
役
所
市
民
室
で
の
無

料
相
談
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

【
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
が
必
要
で
す
】

◆
本
人
確
認
書
類

（
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
）

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）

②
番
号
確
認
書
類
＋
身
元
確
認
書
類

・
番
号
確
認
書
類
＝
通
知
カ
ー

ド
、
住
民
票
の
写
し（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
が
あ
る
も
の
）

な
ど

・
身
元
確
認
書
類
＝
運
転
免
許

証
、
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険

者
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

※
申
告
に
つ
い
て
の
詳
し
い
内
容

は
、
２
月
１
日
号
の
広
報
に
掲

載
し
ま
す
。

と

市
民
税
課（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
７
、
Ｆ

⒇
１
６
０
９

平
成
29
年
度
協
働
提
案
事
業
を

実
施
し
ま
す

市
で
は
、
市
民
活
動
団
体
か
ら

提
案
が
あ
り
、
公
開
審
査
の
結
果

採
択
さ
れ
た
協
働
提
案
事
業
を
実

施
し
ま
す
。

【
ウ
ォ
ー
ク
ゴ
ミ
０
ボ
ラ
エ
モ
ン
】

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
な
が
ら
ご

み
拾
い
を
す
る
方
に
、
ご
み
袋
と

「
ボ
ラ
エ
モ
ン
手
帳
」
を
配
布
す

る
。
30
分
を
１
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

換
算
し
、
１
ポ
イ
ン
ト
当
た
り
５

円
相
当
の
物
資
を
、
福
祉
施
設
や

学
校
関
係
に
寄
贈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

◆
説
明
会
日
時
・
場
所
＝
１
月
21

日
㊐
14
時
～
中
央
公
民
館
2
階
図

書
室
、
１
月
22
日
㊊
19
時
～
市
民

体
育
館

◆
実
施
団
体
＝
そ
く
と
仲
間
た

ち
・
環
境
保
全
課

◆
ご
み
袋
等
の
配
布
場
所
＝
生
活

課
、
本
納
支
所

と

生
活
課（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

「
み
ん
な
で
考
え
る
新
市
民
会
館
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す

市
で
は
、
新
し
い
市
民
会
館
の

整
備
に
向
け
た
基
本
構
想
を
策
定

す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
経

緯
や
全
国
の
先
進
事
例
を
ご
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
取
り
組

み
の
方
針
等
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

１
月
21
日
㊐
14
時
～
16
時
／
定

員
＝
１
５
０
人（
事
前
申
込
順
）／

内
容
＝
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
／
場
所
＝
市
役
所
市
民
室

※
詳
細
は
、
広
報
も
ば
ら
１
月
１

日
号
お
よ
び
企
画
政
策
課
ウ
ェ

ブ
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

と

企
画
政
策
課（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
６
、
Ｆ
⒇
１
６
０
３

歯
周
病
検
診
・
妊
婦
歯
科
検
診

２
月
３
日
㊏
受
付
＝
妊
婦
歯
科

検
診
13
時
～
13
時
20
分
、
歯
周
病
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